
土岐市 給水装置使用者変更届(退去) 入力方法
ー退去者以外が入力する場合ー

１．届出人の続柄などを選択する

届出人が
・水道の所有者の場合→「所有者」
・水道の使用者（退去者）や所有者ではない方の場合
→「その他」

を選択してください。

「その他」を選択した場合、届出人の方の具体的な内容を記入する欄が表示されます。
入居者とのご関係などが分かる内容をご記入ください。

届出人が法人かどうかを選択します。
・法人の場合→「はい」
・個人の場合→「いいえ」
を選択してください。



２．届出人の情報を入力する
①個人の場合

【「住所」欄について】
・届出人の住民票登録地を入力してください。
（水道を使用していた場所の住所はこの後別途入力する箇所が
あります。）

・丁目（丁）・番地の入力や、アパート等の名前・号室の入力が
漏れていないかご確認ください。

【入力項目】
・氏名（漢字・ローマ字とフリガナ）
・住所（住民票登録地）
・電話番号

届出人の情報をご記入ください。
（退去者の情報はこの後別途入力する箇所があります。）



２．届出人の情報を入力する
②法人の場合

【入力項目】
・氏名（法人の名称とフリガナ）
・住所（法人の住所）
・電話番号
・担当者名

【「住所」欄について】
・届出人の法人の住所を入力してください。
（水道を使用していた場所の住所はこの後別途入力する箇所があります。）

・丁目（丁）・番地の入力や、アパート等の名前・号室の入力が漏れていない
かご確認ください。

【「氏名」欄について】
氏と名それぞれの入力が必須となっておりますので、法人名
を任意の部分で区切ってそれぞれ入力をお願いします。
例：氏→○○ 名→株式会社

届出人の情報をご記入ください。
（退去者の情報はこの後別途入力する箇所があります。）



３．水道番号を入力する

水道番号がわかる場合は「はい」を選択し、水道番号の入力
フォームに入力をしてください。
水道番号がわからない場合は「いいえ」を選択し次へお進み
ください。（入力フォームは表示されません。）

【水道番号】
毎月の検針時に投函させていただく『土岐市 水道・下水道使用量及び料金のお知らせ』や、料金のお支払いのためお送りしている
『水道料金・下水道使用料 納入通知書』の「通知書番号」欄に記載されている数字の、「－」（ハイフン）より前の数字です。



４．水道を使用していた場所を入力する

水道を使用していた場所が「届出人」の項目で入力した住所
と同じ場合は「はい」を選択し次へお進みください。
（入力フォームは表示されません。）
水道を使用していた場所が「届出人」の項目で入力した住所
と異なる場合は「いいえ」を選択し、使用場所の入力フォー
ムに入力をしてください。

丁目・番地の入力や、アパート等の名前・号室の入力が
漏れていないかご確認ください。



５．退去日を入力する

・部屋の鍵を返す日など、水道を使用できなくなる日を入力
してください。

・システムの仕様上、入力日の翌日以降の日付しか選択でき
ません。それよりも前の日付が退去日の場合の入力方法に
ついては、土岐市役所上下水道課へご相談ください。



６．退去者の情報を入力する 【入力項目】
・氏名（漢字・ローマ字とフリガナ）
・住所（転居先住所）
・電話番号

【「住所」欄について】
・転居先の住所を入力してください。なお、使用者が法人
の場合は、法人の住所など退去日以後に郵送物を送付し
てほしい住所をご入力ください。

・丁目（丁）・番地の入力や、アパート等の名前・号室の
入力が漏れていないかご確認ください。

【「氏名」欄について】
氏と名それぞれの入力が必須となっております
ので、退去者が法人の場合は法人名を任意の部
分で区切ってそれぞれ入力をお願いします。
例：氏→○○ 名→株式会社



７．その他の事項を入力する

届出内容をメールで受け取りたい場合はメールアドレスを入力してください。

その他、連絡事項がありましたら入力してください。



８．入力内容を確認し、送信する

入力内容を確認し、問題がなければ「送信」ボタン
で送信して、お手続き完了となります。

送信後、入力内容の確認を行ったうえで使用者情報の登録をいたします。登録完了時のご連絡はいたしませんので、ご了承ください。
入力内容について確認をしたい場合、土岐市役所上下水道課からお電話またはメールにてお問い合わせをさせていただく場合がござい
ます。


